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第２２期第２１回福島海区漁業調整委員会次第 

 

日 時  令和７年２月１８日（火） １３：３０～  

場 所  福島県自治会館 ３階 ３０１会議室 

           （福島市中町８－２） 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 出席状況報告 

 

４ 議事録署名人選出 

 

５ 議 題 

（１）議案 

議案第１号 福島県資源管理方針の変更について（諮問・答申） 

議案第２号 特定水産資源の漁獲可能量について（くろまぐろ）（諮問・答申） 

議案第３号 特定水産資源の漁獲可能量について（するめいか、ぶり）（諮問・答申） 

議案第４号 すくい網漁業に関する委員会指示について 

議案第５号 こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

議案第６号 いかつり漁業に関する委員会指示について 

 

（２）報告事項 

ア 漁業権に係る資源管理状況等について 

イ かたくちいわし太平洋系群の漁獲可能量による管理を行う際の参考となる数量に

ついて 

 

６ 閉会 
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第２２期第２１回福島海区漁業調整委員会 出席者名簿 
 

日 時  令和７年２月１８日（火）１３：３０～ 

場 所  福島県自治会館 ３階 ３０１会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選任区分・役職 氏名 会場 所属及び職名 氏名 会場

漁業者（会長） 今野　智光 会場
水産課長（併）
海区事務局長

山廼邉　昭文 会場

学識経験（会長代理） 鈴木　哲二 会場 水産課主任主査 渡辺　透 会場

漁業者 今泉　浩一 会場 水産課主任主査 石田　敏則 会場

漁業者 狩野　一男 会場 水産課主査 新関　晃司 会場

漁業者 平　仁一 会場 水産課技師 安倍　裕喜 会場

漁業者 森田　政利 会場 水産事務所長 佐久間　徹 会場

漁業者 山下　博行 会場 水産事務所主査 實松　敦之 会場

漁業者 吉田　康男 会場
水産海洋研究
センター副所長

根本　芳春 会場

漁業者 渡邊　登 会場 水産資源研究所長 後藤　勝彌 会場

学識経験 川邉　みどり WEB
海区委員会事務局
次長（業務担当）

佐藤　太津真 会場

学識経験 久保木　幸子 会場 　　　〃　副主査 酒井　理沙 会場

学識経験 渡邊　千夏子 会場 　　　〃　主　事 伊東　亮太 会場

　　　〃　主　事 金子　正子 会場

海区漁業調整委員会委員 知事部局・海区事務局職員等
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第２２期第２１回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

日 時  令和７年２月１８日（火）１３：３０～ 

場 所  福島県自治会館 ３階 ３０１会議室 

 
 

 

 

 

 

 

○

○
○

○
○

○
○

○
○

録

音

機

今野会長

狩野委員

水産課

山廼邉課長
○○

傍聴席

スクリーン

水産事務所

佐久間所長

水産課

渡辺主任主査

水産事務所

實松主査

水産課

新関主査

酒井副主査

伊東主事

金子主事

鈴木会長代理今泉委員

平委員

吉田委員

森田委員山下委員

渡邊登

委員

久保木委員

Web参加

川邉委員

水産海洋研究センター

根本副所長

水産資源研究所

後藤所長

海区事務局

佐藤次長

入

口

音響

機器

窓

窓

○
○

○
○

水産課

石田主任主査

○
〇

○
○

○
○

○
○

○ 水産課

安倍技師

渡邊千夏子

委員



 

  

４ 

 

福島県資源管理方針の変更について（諮問・答申） 

議案第１号 



 

  

５ 

 

（別紙概要） 

 

資源管理方針変更の概要について 

１ 変更の概要 

特定水産資源へ「ぶり」が追加（R7.２月開催の水産政策審議会資源管理分科会におい

て諮問・答申予定）となり、漁獲量の配分（10 万１千トンの内数）となったことを受け、

令和７管理年度の知事管理区分の漁獲可能量を設定するため、福島県資源管理方針の別

紙に「ぶり」を追加する。 

 

２ 根拠法令等 

・漁業法第 14 条第９項（県資源管理方針の変更） 

 ・漁業法第 16 条第１項（知事管理漁獲可能量の設定） 

 

３ 変更の必要性 

特定水産資源となる「ぶり」の令和７管理年度（令和７年４月１日～令和８年３月３

１日）当初配分数量について、同法第 15 条第１項第２号に基づき農林水産大臣が定め

ることとなるが、その範囲内において、知事が策定する県資源管理方針に即して、知事

管理漁獲可能量を定める必要があるため。 

 

４ 主な変更の内容 

福島県資源管理方針に「ぶり」の資源管理方針を別紙１－９として新たに追加する（記

載の方法は、「知事許可区分における水産資源の保存及び管理に関する事務等の取扱い」

によった）。 
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特定水産資源の漁獲可能量について（くろまぐろ） 

（諮問・答申） 

議案第２号 



 

  

２６ 

 

（別 紙） 

 

１ 概 要：特定水産資源のうち、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）

について、福島県資源管理方針（以下、「資源管理方針」という。）に即

して、令和７管理年度の知事管理分の漁獲可能量を設定するもの。 

 

２ 根拠法令等：漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」という。）第１６条 

第１項（知事管理漁獲可能量の設定） 

 

３ 策定必要性：特定水産資源であるくろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）の

令和７管理年度（令和７年４月１日～令和８年３月３１日）の当初配分

数量は、法第１５条第１項第２号の規定に基づき定められ、令和７年１

月９日付け６水管２９４１号で農林水産大臣から通知された。 

知事は、その範囲内において、資源管理方針に則して知事管理漁獲可能

量を定める必要があるため。 

 

４ 策定の内容：農林水産大臣からの配分について、資源管理方針に定める漁獲可能量の

知事管理区分への配分の基準に即して、以下のとおり定める。 

特定水産資源 

本県に配分さ

れた都道府県

別漁獲可能量 

知事管理区分 漁獲可能期間 
知事管理区分 

に配分する量 

くろまぐろ 

（小型魚） 
22.9トン 

福島県くろまぐろ

（小型魚）漁業 

（上半期） 

令和７年４月１日 

～ 

令和７年９月３０日 

11.4トン 

福島県くろまぐろ

（小型魚）漁業 

（下半期） 

令和７年１０月１日 

～ 

令和８年３月３１日 

11.5トン 

くろまぐろ 

（大型魚） 
2.0トン 

福島県くろまぐろ

（大型魚）漁業 

令和７年４月１日 

～ 

令和８年３月３１日 

2.0トン 

 

５ 諮 問 予 定：令和７年２月１８日開催 

        第２２期第２１回福島海区漁業調整委員会で諮問 

 

（経過・予定等） 

令和７年２～３月 

令和７年３月まで 

農林水産大臣へ知事管理漁獲可能量の承認申請・承認通知 

知事管理漁獲可能量の公表（県報登載、水産課ホームページ） 

 

 

 

 

 



 

  

２７ 

 

 

※参考 令和６管理年度当初配分量 

特定水産資源 

本県に配分さ

れた都道府県

別漁獲可能量 

知事管理区分 漁獲可能期間 

知事管理区

分 

に配分する

量 

くろまぐろ 

（小型魚） 
11.7トン 

福島県くろまぐろ

（小型魚）漁業 

（上半期） 

令和６年４月１日 

～ 

令和６年９月３０日 

5.8トン 

福島県くろまぐろ

（小型魚）漁業 

（下半期） 

令和６年１０月１日 

～ 

令和７年３月３１日 

5.9トン 

くろまぐろ 

（大型魚） 
1.0トン 

福島県くろまぐろ

（大型魚）漁業 

令和６年４月１日 

～ 

令和７年３月３１日 

1.0トン 

 

 令和６管理年度と令和７管理年度の都道府県別漁獲可能量の当初配分を比較すると、く

ろまぐろ（小型魚）が＋11.2トン、くろまぐろ（大型魚）が＋1.0トン増加している。 

これは、国際的なまぐろ類の管理機関である中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）

において、日本の太平洋クロマグロの増枠措置（小型魚 10％、大型魚 50％の増）が合意さ

れたことを受け、水産庁が国内における太平洋クロマグロの配分の考え方を見直し、配分

量が全国的に増加した影響である。 
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福島県告示第    号 

 

 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第十六条第一項の規定により、くろまぐろ

（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和七管理年度（令和七年四月一日から令

和八年三月三十一日まで）における知事管理漁獲可能量を次のように定めた。 

 令和七年 月 日 

福島県知事 内堀 雅雄  

一 くろまぐろ（小型魚） 

 １ 上半期（令和七年四月一日から同年九月三十日まで） 

  (1) 知事管理区分 福島県くろまぐろ（小型魚）漁業（上半期） 

  (2) 配分する数量 十一・四トン 

 ２ 下半期（令和七年十月一日から令和八年三月三十一日まで 

  (1) 知事管理区分 福島県くろまぐろ（小型魚）漁業（下半期） 

  (2) 配分する数量 十一・五トン 

二 くろまぐろ（大型魚） 

 １ 知事管理区分 福島県くろまぐろ（大型魚）漁業 

 ２ 配分する数量 二・〇トン 
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特定水産資源の漁獲可能量について（するめいか、ぶり） 
（諮問・答申） 

議案第３号 



 

  

３１ 

 

（別 紙） 

 

１ 概 要：特定水産資源のうち、するめいか及びぶりについて、国から県に対し、

漁獲可能量の配分が見込まれるため、福島県資源管理方針（以下、「資源

管理方針」という。）に即して、令和７管理年度の知事管理分の漁獲可能

量を設定するもの。 

 

２ 根拠法令等：漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」という。）第１６条 

第１項（知事管理漁獲可能量の設定） 

 

３ 策定必要性：特定水産資源であるするめいか及びぶりの令和７管理年度（令和７年４

月１日～令和８年３月３１日）の当初配分数量は、同法第１５条第１項

第２号に基づき農林水産大臣が定めるが、知事は、その範囲内において、

資源管理方針に則して知事管理漁獲可能量を定める必要があるため。 

 

４ 策定の内容：農林水産大臣からの配分について、資源管理方針に定める漁獲可能量の

知事管理区分への配分の基準に即して、以下のとおり定める。 

特定水産資源 内  容 

するめいか 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（現行水準）の全量を福島県す

るめいか漁業に配分する。 

ぶり 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（101,000トンの内数）の全量

を福島県ぶり漁業に配分する。 

 

５ 諮 問 予 定：令和７年２月１８日開催 

        第２２期第２１回福島海区漁業調整委員会で諮問 

 

（経過・予定等） 

R7.2.6 

R7.2.13 

～R7.2.19 

R7.3月上旬 

～R7.3.18 

R7.3月下旬 

農林水産大臣から漁業法第１５条第４項に基づく意見照会 

水産政策審議会資源管理分科会 

農林水産大臣から都道府県別漁獲可能量の当初配分通知 

都道府県別漁獲可能量の公表（官報掲載） 

農林水産大臣へ知事管理漁獲可能量の承認申請・承認通知 

知事管理漁獲可能量の公表（県報登載、水産課ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

３２ 

 

福島県告示第    号 

 

 漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第十六条第一項の規定により、するめいか

及びぶりに関する令和七管理年度（令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで）に

おける知事管理漁獲可能量を次のように定めた。 

 令和七年  月  日 

福島県知事 内堀 雅雄  

一 するめいか 

  知事管理区分 福島県するめいか漁業 

  配分する数量 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（現行水準）の全量 

二 ぶり 

  知事管理区分 福島県ぶり漁業 

  配分する数量 本県に配分された都道府県別漁獲可能量（十万一千トンの内数）の 

全量 
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３４ 

 

すくい網漁業に関する委員会指示について 
 
福島海区漁業調整委員会指示第  号 
 
 福島県の地先海面におけるすくい網漁業について、漁業法（昭和 24年法律第 267号） 第 120条

第 1項の規定により、次のとおり指示する。 

  令和 年  月  日 

                           福島海区漁業調整委員会 

                                                   会長 今野 智光 

一 操業の承認 

 おきあみ又はいかなごを対象としたすくい網漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごと

に福島海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。ただし、

自家用釣餌料を採捕することを目的とするたもすくい網漁業のためだけに使用する船舶につい

ては、この限りでない。 

二 承認の対象漁船 

  すくい網漁業に係る操業の承認の対象船舶は、総トン数15トン未満とする。 

三 操業期間 

 操業期間は、おきあみを対象として操業する場合は令和７年３月１日から同年５月３１日まで、いかな

ごを対象として操業する場合は同年３月１日から同月３１日までとする。 

四 制限又は条件 

 １ 操業の禁止区域 

   次に掲げる海域での操業は、禁止する。 

(1) おきあみを対象とする場合は、宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東

9海里の点から双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東 5海里の点、いわき市塩屋埼灯台中心点正東

2.5海里の点、同市番所灯台中心点正東 3.5海里の点を経て福島県と茨城県との最大高潮時

海岸線における境界点正東 5海里の点に至る線以東の海域を除く福島県の海域。 

(2) いかなごを対象とする場合は、(1)の海域及び最大高潮時における富岡川河口中央から正

東の線以南の福島県の海域（県外船舶にあっては、(1)の海域及び最大高潮時における新田

川河口中央から正東の線以南の福島県の海域）。 

 ２ 承認証の備付け及び標識の表示 

 操業の承認を受けた者は、操業に際し、別に定める承認証を船内に備え付け、次に掲げる標

識を船舶の船橋の両側面の見やすい箇所に表示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 ３ 操業の協定 

 操業の承認を受けた者は、漁場において他種漁業との競合又は操業上の紛争が生じたときは、

関係者と操業協定を締結し、これを遵守しなければならない。この場合において、操業協定が

締結されるまでの間は、競合又は紛争の生じない漁場に移動しなければならない。 

 ４ 漁獲成績の報告 

 操業の承認を受けた者は、操業終了後 1月以内に別に定める漁獲成績報告書を委員会に提出

しなければならない。 

五 承認の取消し 

  この指示に違反したときは、承認を取り消すことがある。 

六 指示の有効期間 

この指示の有効期間は、令和７年３月１日から令和８年２月２８日までとする。 

 

 

福 海 す く い 

６ 第 ○ ○ ○ 号 

20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

 

[注釈] 

下段左の数字は、指示有効期間開

始時の年度とする。 

議案第４号 



 

  

３５ 

 

すくい網漁業 委員会指示発動の背景と経緯 
 
 初発動年：昭和 54年 
 対象魚種：オキアミ、イカナゴ（コウナゴ・メロウド） 
 承認海域：本県海域の沖合（オキアミ）、相双海域の沖合（イカナゴ） 
【指示発動の経過】 
〈11- 8委員会：S53.4.28〉 
・昭和 52年春、昭和 53年春に本県沖にオキアミ漁場が形成。おきあみひき網漁業の知事許可移行
のための取扱方針が県から提案されたが、小委員会で検討することに決定。 

〈11- 9委員会：S53.7.29〉 
・おきあみひき網漁業の許可取扱い方針に関する各組合の意見を小委員会から報告。漁場が競合す
るおきあみすくい網漁業の取扱を事務局から提案するも、継続審議。 

〈11-11委員会：S53.11.10〉 
・おきあみひき網漁業の許可取扱い方針を委員会で承認。 
・おきあみすくい網漁業の取扱いについて協議し、イカナゴもすくい網で漁獲されるので、魚種を
特定しないすくい網漁業の委員会指示にすることに決定。 

〈11-12委員会：S54.1.22〉及び〈11-13委員会：S54.3.19〉 
・対象船舶、魚種別操業期間、操業海域等を協議し、第 11期第 13回委員会で指示発動決定。  

【指示発動の理由】 
・自由漁業のままでは、漁業秩序が維持できない。 
・仙台湾入会協議の進捗が期待できる。 
 

【指示内容の推移】 
開催年月 対象船舶 操業期間 操業海域等 
S54. 3 15㌧未満 ｲｶﾅｺﾞ：4/1～ 5/31     ⇒ 

ｵｷｱﾐ ：4/1～ 5/31     ⇒ 
小底禁止線以深＋原町無線塔以北 
小底禁止線以深 

S54.12  ｲｶﾅｺﾞ：2/1～ 5/31 
ｵｷｱﾐ ：2/1～ 5/31 

 

S55.12 20㌧未満:県内 
15㌧未満:県外 

ｲｶﾅｺﾞ：2/1～ 3/31  

S56.12  ｲｶﾅｺﾞ：          ⇒ 小底禁止線以深＋新田川河口以北 
S58.10  ｲｶﾅｺﾞ：2/1～ 3/31県外船⇒ 

       1/1～12/31県内船⇒ 
小底禁止線以深＋新田川河口以北 
小底禁止線以深＋富岡川河口以北 

S60. 1  ｲｶﾅｺﾞ：2/1～12/31 県内船  
H 2. 1  ｲｶﾅｺﾞ：3/1～ 3/31 

ｵｷｱﾐ ：3/1～ 5/31 
※メロウド紛争による宮城船の操業期間短

縮（＝水産庁指導）による 
H 6. 1 15㌧未満:全て   

【宮城県船の承認状況】 
 
 
 
 

【操業実績】 
・宮城県船の本県海域での操業実績の報告はないが、S56に無承認船を含む 86隻が本県におきあ
み 2,589 ﾄﾝ（16,550万円）を水揚げした記録がある。 

・県内船では請戸漁協所属船 3隻（S58）の操業実績があったが、定着までには至らず。 
【指示の継続理由】 
・宮城､岩手両県では知事許可漁業であり､本県海域において自由漁業とする理由はない。 
・漁業秩序の維持のためには承認漁業の継続が必要。 
・宮城県内の本漁業の許可数は、当時 370隻、H25は 65隻。R3制限措置公示 38隻。 

【承認枠（案）】 

 ・本県船 枠を設けず（従来同様） 
・県外船 宮城県に 26隻（従来同様） 

年次 S54～55 S56 57～H2 3～4 5～7 8 9 10～22 23 H24～R6 

枠数 16 26 26 26 26 26 26 26 26   26 

承認  0 24 26 25 23  0  5 9  9    0 



 

  

３６ 

 

こうなご電気棒受網漁業に関する委員会指示について 

 

福島海区漁業調整委員会指示第  号 

 

 福島県の地先海面におけるこうなご電気棒受網漁業について、漁業法（昭和 24年法律第 267号）

第 120条第 1項の規定により、次のとおり指示する。 

  令和 年  月  日 

                            福島海区漁業調整委員会 

                                              会長 今野 智光 

一 操業の承認 

  こうなご電気棒受網漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごとに福島海区漁業調整委員

会（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。 

二 承認の対象漁船 

  こうなご電気棒受網漁業に係る操業の承認の対象船舶は、総トン数 15トン未満とする。 

三 操業期間 

  操業期間は、令和７年４月１日から同月３０日までとする。 

四 制限又は条件 

 １ 操業の禁止区域 

   次に掲げる海域での操業は、禁止する。 

     夏井川磐城舞子橋中央点から正東の線以南の福島県の海域（県外船舶にあっては、夏井川磐

城舞子橋中央点から正東の線以南の福島県の海域及び宮城県と福島県との最大高潮時海岸線

における境界点正東 9海里の点から双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東 5海里の点、いわき市塩屋

埼灯台中心点正東 2.5海里の点、同市番所灯台中心点正東 3.5海里の点を経て福島県と茨城県

との最大高潮時海岸線における境界点正東 5 海里の点に至る線以東の海域を除く福島県の海

域）。 

 ２ 承認証の備付け及び標識の表示 

      操業の承認を受けた者は、操業に際し、別に定める承認証を船内に備え付け、次に掲げる標

識を船舶の船橋の両側面の見やすい箇所に表示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 ３ 操業の協定 

   操業の承認を受けた者は、漁場において他種漁業との競合又は操業上の紛争が生じたときは、

関係者と操業協定を締結し、これを遵守しなければならない。この場合において、操業協定が

締結されるまでの間は、競合又は紛争の生じない漁場に移動しなければならない。 

 ４ 漁獲成績の報告 

   操業の承認を受けた者は、操業終了後 1月以内に別に定める漁獲成績報告書を委員会に提出

しなければならない。 

五 承認の取消し 

  この指示に違反したときは、承認を取り消すことがある。 

六 指示の有効期間 

  この指示の有効期間は、令和７年３月１日から令和８年２月２８日までとする。 

議案第５号 

福 海 こ う な ご 

６第 ○ ○ ○ 号 

20ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

40ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

 

[注釈] 

下段左の数字は、指示有効期間開

始時の年度とする。 



 

  

３７ 

 

こうなご電気棒受網漁業 委員会指示発動の背景と経緯 
 
 初発動年：昭和 54年 

 対象魚種：コウナゴ（イカナゴの稚魚） 

 承認海域：夏井川以北の沖合海域 

【指示発動までの経過】 

 ・本漁業は、宮城県以北の小型船（5トン未満）により昭和 30年代から営まれてきた。 

  ・昭和 53 年 1 月に岩手県行政から、いかつり船の操業不振対策として本県海域でのこうなご電

気棒受網の試験操業（5～15トン型：25隻）の申し入れがなされた。 

  ・11-7委員会（S53.3.23）で岩手県船の入会(S53)を認めたが、協定違反で入漁船を追い返すト

ラブル等が発生した。 

  ・岩手県から翌年(S54)の入会要望があり、11-11 委員会(S53.11.10）、11-12 委員会(S54.1.22）

で対応を審議し、11-13委員会(S54.3.19）で委員会指示発動が決定された。 

【指示発動の理由】 

  ・本漁業は、岩手・宮城両県では、通称「ランプ網」と呼ばれる知事許可漁業の「火光利用敷網

漁業」として、極めて重要な漁業であることから、本県においても海区承認漁業にすることで、

仙台湾の漁業秩序の維持や相互入会に向けた調整が進むことを期待するもの。 

 

【指示内容等の推移】 

開催年月 対象船舶 操業期間 操業海域等 

S54. 3 15㌧未満 4/ 1～5/31 夏井川以北＋小底夜間操業禁止線以深 

S55. 2  3/15～5/31 夏井川以北＋小底操業禁止線以深 

S56. 1 15 ㌧未満：県外 

20 ㌧未満：県内 

  

S59. 2   県外船      ：夏井川以北＋小底禁止線以深 

県内7～20㌧未満船：夏井川以北＋小底禁止線以深 

県内  ７㌧未満船：夏井川以北 

S62. 1   県外船⇒夏井川以北＋小底操業禁止線以深 

県内船⇒夏井川以北 

H 2. 1  4/ 1～4/30  

H 6. 1 15㌧未満:県内 

  〃              :県外 

  

 

【岩手県船の承認状況】                                                   

年 S54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H元  2  3 4～9 10～12 13 H14～R6 

枠数 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 8 2     2 2     2 

承認 18 18 18 14 18 16 17 11 15 8 8 6 0 0     1 2     0 

 

【承認・操業実績】 

・岩手県からの申請は平成に入ってからは低調で平成 14年以降は皆無となっている。 

・宮城県内の本漁業(火光利用敷網)の許可数は 127隻（H25）。当初より宮城県船の承認枠は設定

していないが、無承認での操業が行われる年が多い。 

なお、過去に宮城県に申請を促して全隻承認を求められ、対応手段がなく今に至っている。 

【指示継続の理由】 

  ・岩手県、宮城県ではイカナゴを対象とした知事許可漁業であり、本県海域において自由漁業と

する理由はない。 

 

【承認枠（案）】 

 ・本県船 枠を設けず（従来同様） 

 ・県外船 岩手県に 2隻（平成 4年以降と同様） 

 



 

  

３８ 

 

いかつり漁業に関する委員会指示について 

 

福島海区漁業調整委員会指示第  号 
 

 福島県の地先海面におけるいかつり漁業について、漁業法（昭和24年法律第 267号）

第120条第1項の規定により、次のとおり指示する。 

  令和 年  月  日 

                        福島海区漁業調整委員会 

                        会長 今野 智光 

一 操業の承認 

いかつり漁業を操業しようとする者は、使用する船舶ごとに福島海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。ただし、手釣又は竿
さお

釣に

使用する総トン数５トン未満の船舶については、この限りでない。 

二 承認の対象漁船 

  いかつり漁業に係る操業の承認の対象船舶は、総トン数30トン未満とする。 

三 操業期間 

  操業期間は、令和７年６月１日から令和８年１月３１日までとする。 

四 制限又は条件 

 １ 操業の禁止区域 

   次に掲げる海域での操業は、禁止する。 

   双葉郡富岡町小良ヶ浜灯台から正東の線以北の水深45メートル以浅の福島県の海

域 

 ２ 承認証の備付け及び標識の表示 

操業の承認を受けた者は、操業に際し、別に定める承認証を船内に備え付け、次に

掲げる標識を船舶の船橋の両側面の見やすい箇所に表示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 ３ 操業の協定 

操業の承認を受けた者は、漁場において他種漁業との競合又は操業上の紛争が生じ

たときは、関係者と操業協定を締結し、これを遵守しなければならない。この場合に

おいて、操業協定が締結されるまでの間は、競合又は紛争の生じない漁場に移動しな

ければならない。 

 ４ 漁獲成績の報告 

操業の承認を受けた者は、操業終了後１月以内に別に定める漁獲成績報告書を委員

会に提出しなければならない。 

五 承認の取消し 

  この指示に違反したときは、承認を取り消すことがある。 

六 指示の有効期間 

  この指示の有効期間は、令和７年６月１日から令和８年５月３１日までとする。 

議案第６号 

福 海 い か つ り 

 

７ 第 ○ ○ ○ 号 

40 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 

２0 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ 
[注釈] 

下段左の数字は、指示有効期間 

開始時の年度とする。 



 

  

３９ 

 

いかつり漁業 委員会指示発動の背景と経緯 

 

 初発動年：昭和 51年 

 対象魚種：アカイカ、スルメイカ 

 承認海域：小良ヶ浜以北の水深 45m以浅を除く海域 

 

【指示発動までの経過】 

〈全員協議会：昭和 51.2.19〉 

・水産試験場の調査結果から、今後本県沖にスルメイカ漁場が形成される可能性があり、原釜の

底びき網船の多くが裏作として新規に着業する意向が示された。 

・また、県外船操業による資源状況の悪化が懸念され、承認制導入の要望が強かった。 

 

【指示発動の理由】 

・S51年に茨城、宮城が承認制とした以上、本県も承認制を採用する。 

・自由漁業にしておけば、底びき網船との競合等全体的に過当競争となる恐れがあるため承認制

とする。 

 

【指示内容等の推移】 

年月 対象船舶 操業期間 操業区域・その他条件 

S51. 7 30 ﾄﾝ未満 8/1～12/31 小良ヶ浜灯台以北の水深 40ｍ以浅を除く海域 

光力制限：30Kw以下 

S52. 6 5 ﾄﾝ未満除外 7/1～12/31 小良ヶ浜灯台以北の水深 45ｍ以浅を除く海域 

S55. 5  6/10～翌年 1/31  

S56. 5   光力制限：廃止 

H17.5  6/1～翌年 1/31  

※操業期間については、ｽﾙﾒｲｶに合わせて開始期を、ｱｶｲｶに合わせて終漁期をその都度調整してきた。 
 

【指示の継続理由】 

・本漁業についての隣県の制度は、宮城が知事許可、茨城が海区承認である。 

・沿岸漁業（刺網）への物理的被害があるので、水深制限の遵守が必要である。 

 
【承認枠、承認実績、操業実績】 

 別表のとおり。 

 
【承認枠（案）】 

 別表のとおり。 

  ・本県船  従来どおり枠を設けず 

  ・県外船  従来どおりの枠数とする 

 

【国及び近県のいかつり漁業の制限】    

・全国（30トン以上）：大臣許可漁業（指定漁業）「いか釣り漁業」 

全国（5トン以上30トン未満）：大臣届出漁業「小型するめいか釣り漁業」 

・青森、岩手、宮城（5トン以上30トン未満）、北海道：知事許可漁業 

・茨城（5トン以上30トン未満）、千葉（5トン以上20トン未満）、青森（5トン未満）：委員会

承認漁業 

 

 



 

  

４０ 

 

別表   いかつり漁業の承認枠・承認実績・操業実績 

令和７年１月３１日現在  

 
 

県内 県外計 北海道 青森 岩手 宮城 茨城 千葉 静岡

設けず 148 1 11 40 60 20 15 1

承認 4 67 1 9 12 31 8 6 0

操業 0 6 0 0 6 0 0 0 0

承認 5 66 1 9 11 31 8 6 0

操業 0 3 1 0 1 1 0 0 0

設けず 150 3 11 40 60 20 15 1

承認 17 63 2 10 8 31 8 4 0

操業 7 3 2 0 0 1 0 0 0

承認 24 62 2 10 8 30 8 4 0

操業 8 4 2 0 2 0 0 0 0

承認 23 62 2 10 9 29 8 4 0

操業 0 3 2 0 0 1 0 0 0

承認 0 10 2 3 0 0 5 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 12 2 2 0 0 8 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 13 2 2 0 2 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 13 2 2 0 2 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 0 11 2 2 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 2 12 2 3 0 0 7 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 2 11 2 3 0 0 6 0 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 2 14 2 3 1 0 6 2 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 4 20 2 10 0 0 6 2 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 3 21 2 11 0 0 6 2 0

操業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

承認 3 21 2 11 0 0 6 2 0

操業 - - - - - - - - -

設けず 150 3 11 40 60 20 15 1Ｒ７承認枠（案）

R4

H29

H30

H18

H19

H20

H21

H22

H23

承認枠

道県名

承認枠

H24

H25

R6

R3

R2

R5

H26

H27
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漁業権に係る資源管理状況等について 
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かたくちいわし太平洋系群の漁獲可能量による管理を 

行う際の参考となる数量について 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日  

福 島 県 農 林 水 産 部 水 産 課  

 

１ 概要 

  令和７管理年度（令和７年１月１日～令和７年１２月３１日）における「かたくち

いわし太平洋系群」について、水産庁が管理を行う際の参考となる数量について示した

ため、報告するもの。 

 

２ 経緯（ＴＡＣ管理の状況について） 

 ・「かたくちいわし太平洋系群」については、令和７管理年度よりＴＡＣ管理が開始。 

・令和７管理年度分として農林水産大臣から福島県に配分された都道府県別漁獲可能量

は「９２，０００トンの内数」であり、令和６年１２月２日開催の海区漁業調整委員

会において、全量を知事管理漁獲可能量に配分することとして諮問し、異議なしとの

答申を受け、配分する数量を定めた（令和６年１２月２４日福島県報に公示）。 

・国として定められた「かたくちいわし太平洋系群」全体の漁獲可能量が９２，０００

トンであり、１７道県（北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、神奈川、静

岡、愛知、三重、和歌山、徳島、愛媛、高知、大分、宮崎）と大臣管理区分（大中型

まき網漁業）に対し、それぞれ「９２，０００トンの内数」として、数量の区別なく

配分されている。 

・「かたくちいわし太平洋系群」は、令和７管理年度においては、水産庁の資源管理方

針に定められた「ステップアップ管理」の「ステップ１」の段階であり、具体的な配

分数量は設定されないものの、水産庁から都道府県に対し、具体的な管理を行う際の

参考となる数量を提示することとしていた。 

 

３ 管理を行う際の参考となる数量について 

・水産庁は令和６年１２月２３日付けの事務連絡（別紙）により、「かたくちいわし太

平洋系群」について、令和７管理年度における漁獲可能量による管理を行う際の参考

となる数量を示した。 

・福島県については、令和７管理年度における「かたくちいわし太平洋系群」の管理を行う

際の参考となる数量を「９トン」と示した。 

 ・「ステップアップ管理」の「ステップ１」の段階であるため、漁獲が積み上がった場

合でも、漁業法第３３条に基づく「採捕停止命令」は発出しない。 
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